
＜対策のポイント＞
異常な⾃然災害により被災した農林⽔産業共同利⽤施設の復旧に要する経費を補助します。

＜政策⽬標＞
被災した農林⽔産業共同利⽤施設の速やかな復旧

令和８年度予算額 ２５百万円（前年度 ２５百万円）
〔令和７年度補正予算額 １６百万円〕

＜主な対象施設＞＜事業の内容＞

１．対象となる施設の所有者
農業協同組合、森林組合、⽔産業協同組合、農事組合法⼈、地⽅公共団体等
２．対象となる施設
農林⽔産物倉庫、農林⽔産物処理加⼯施設、共同作業場等の共同利⽤施設
ただし、法定耐⽤年数の1.4倍を経過していない施設に限ります※1。
※1 農業倉庫は建設後の経過年数が満50年を経過していない施設（特例適⽤）。
３．採択基準及び補助率

※2 農地・農業⽤施設の年間災害復旧事業費（国の補助額を控除）の関係農家
１⼾当たり負担額が２万円を超える地域
４．補助対象額
被災施設の復旧費を経年減価⽅式により算出した額。
ただし、当該施設の再取得に要する経費の20％を下限とします。
５．事業の流れ
国 ⇒ 都道府県 ⇒ 事業実施主体 ［お問い合わせ先］⼤⾂官房地⽅課災害総合対策室（０３－６７４４－０５７８）

補助率
採択基準 40万円を

超える部分
40万円まで
の部分

２／1040万円以上⼀般災害
９／10４／1013万円以上告⽰地域※2

激甚災害
５／10３／1040万円以上その他の地域

農林⽔産物倉庫 農林⽔産物処理加⼯施設

共同作業場 種苗⽣産施設

農林⽔産物処理加⼯施設 農林⽔産業⽤⽣産資材倉庫

農林⽔産業共同利⽤施設災害復旧事業


